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支配株主等に関する事項について 

 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 

（2026 年２月 28 日現在） 

名 称 属 性 議決権所有割合（％） 
発行する株券が上場されて 

いる金融商品取引所等 

イオン株式会社 親会社 
直接所有分 合算対象分 計 株式会社東京証券取引所 

プライム市場 
61.90 4.95 66.86 

 

 

２．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

当社はイオン株式会社（純粋持株会社）を中心とする企業グループに属しており、国内のショッ

ピングセンター等において、靴を中心とした商品の販売を主力事業とした専門店事業の中核を担って

おります。イオン株式会社が、グループ戦略の立案、グループ経営資源の最適配分、基本理念・基本

原則の浸透と統制、共通サービスの提供等を担い、グループシナジーの最大化をはかる一方で、当社

を含めたイオングループ各社は、専門性を高め、地域に密着した経営を行なうことで、より一層のお

客さま満足の向上を図っております。 

日常の事業運営にあたっては、当社独自の経営判断に基づき遂行しつつ、事業運営における重要

な問題については、イオン株式会社との協議もしくはイオン株式会社への報告を行なっております。

イオン株式会社並びにイオングループ各社とは、相互に自主・自律性を充分に尊重しつつ綿密な連携

を保ちながら、持続的な成長、発展、業績の向上に努めております。 

また、2026年５月25日現在、当社はイオングループとの連携を深め、幅広い経営視点を取り入れ

るため、イオン株式会社との兼任による取締役１名、監査役１名を受け入れております。これにつき

ましては、当社の日常からの事業運営体制、取締役会での社外取締役の監督及び監査役会での社外監

査役体制により、当社独自の経営判断を妨げるものではないと認識しております。 

なお、2026年２月28日現在、イオングループから７名の出向者を受け入れており、グループ靴事

業移管の推進を目的として行っております。 

 

 

 



役員の兼務状況                                              （2026 年５月 25 日現在） 

当社での役職 氏  名 
親会社又は 

そのグループ企業での役職 
就任理由 

取締役 濵田 和成 

イオン株式会社執行役サービス・専門

店事業担当 

株式会社コックス取締役 

豊富な経験を活かし、経営の

強化を図るため 

監査役 米満 昭弘 イオン株式会社関連企業部長 
幅広い知識、経験を当社の監

査機能の充実に活かすため 

 

 

３．支配株主との取引等に関する事項 

第55期有価証券報告書(2026年５月25日提出)に記載の「関連当事者情報」をご参照ください。 

 

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

 親会社であるイオン株式会社及びイオングループ各社との取引条件の決定については、一般取引

条件の決定と同様に、市場相場に基づいた交渉の上、合理的な判断に基づき決定しております。 

また当該取引にあたっては、法令、社内規定に基づき、取引条件が一般的な取引と同等であるこ

と等を確認の上、実施の可否を決定し、取引内容及び取引条件が関連当事者ではない者との取引と同

様であることが明白であり、かつ、重要でないものを除く取引については取締役会による承認を要す

ることとしております。 

 

５．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 当社が 2026 年５月 22 日に公表いたしました「株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の

一部変更の承認決議に関するお知らせ」に記載のとおり、2026 年５月 22 日開催の当社の定時株主総

会及び普通株主による種類株主総会において、2026 年６月 25 日を効力発生日とする当社の普通株式

（以下「当社株式」といいます。）の併合に係る議案が原案どおり承認可決されております。その結

果、当社株式は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）スタンダード市

場及び株式会社名古屋証券取引所（以下「名古屋証券取引所」といいます。）プレミア市場における

上場廃止基準に該当することとなりますので、2026 年５月 22 日から 2026 年６月 22 日まで整理銘柄

に指定された後、2026 年６月 23 日に上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券

取引所スタンダード市場及び名古屋証券取引所プレミア市場において取引することはできません。 

 

以 上 


